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貴
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提
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本
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書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
策
推
進
指
針
〜
日
本
の
再
生
に
向
け
て
〜
」
（
平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
指
針
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
首
相
官
邸
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
指
針
に
お
い
て
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協
定
交
渉
参
加
の
判
断
時
期
に
つ
い
て

は
、
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
閣
内
不
一
致
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
指
針
に
お
い
て
、
国
と
国
と
の
絆
の
強
化
に
よ
る
開
か
れ
た
経
済
再
生
等
を
内
容
と
す
る
基
本
原
則
に

の
っ
と
り
、
「
「
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
た
め
の
閣
僚
会
合
」
に
お
い
て
、
「
包
括
的
経
済
連
携
に
関
す
る
基
本
方
針
」

に
基
づ
く
高
い
レ
ベ
ル
の
経
済
連
携
推
進
や
経
済
安
全
保
障
の
確
立
等
、
国
と
国
と
の
絆
の
強
化
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

を
、
震
災
や
原
子
力
災
害
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
農
業
者
・
漁
業
者
の
心
情
、
国
際
交
渉
の
進
捗
、
産
業
空

一



洞
化
の
懸
念
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


